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筆界特定の手続に関する保管金の取扱いについて（通達）

不動産登記法等の一部を改正する法律（平成17年法律第29号）が平成1

8年1月20日から施行されることとなり，本日付けで法務省会訓第16号法

務大臣訓令「筆界特定の手続に関する保管金の取扱いに関する規程」 （以下「規

程」という｡）が発出されたところですが， これに伴う事務の取扱いについて

は，下記に留意し，事務処理に遺憾のないよう，貴管下職員に周知方取り計ら

い願います。

記

第1 出納官吏

規程第2条の保管金の出納及び保管に関する事務は，法務局及び地方法

務局の本局の歳入歳出外現金出納官吏（以下「出納官吏」という｡）が取

り扱う。

なお，当該保管金及び出納官吏は，電子情報処理組織を使用して処理す

る場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令（平成17年財務省

令第5号。以下「特例省令」という｡）第2条第1項及び第3項に基づき，

同条第1項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及

び同条第3項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏に指

定される予定であり，その保管に関する事務については，官庁会計事務デ

ータ通信システム（以下「ADAMS」という｡）を使用して処理するこ
ととなる。

第2保管金の受入事務

1筆界特定登記官における受入事務

(1)保管金提出書の作成及び交付

ア規程第5条第1項の保管金提出書(別紙第1号様式。以下「提出書」

という｡）の「金額」棚には，提出者（筆界特定の申請人又はその代
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理人）が提出すべき金額をアラビア数字で記載する。この金額の訂正

はできないものとする。

「手続番号｣， 「提出書番号」及び「筆界特定登記官」の各棡は，筆

界特定登記官が記載する。

イ提出書の提出年月日並びに提出者の住所，電話番号及び氏名は，提

出者に記載させた上，押印させる。ただし，提出者から郵便等により

保管金の送付があった場合において，提出者に記載させることができ

ないときは，筆界特定登記官が記載する。

ウ筆界特定登記官は，提出者に提出書への押印をさせることができな

いときは，当該提出書の余白に提出者の押印がない旨を記載した上，

押印する。

エ金額の誤記等により当該提出書を使用することができないこととな

ったときは，当該提出書を裁断等の方法により直ちに確実に廃棄した

上，新たな用紙により提出書を作成する。

オ筆界特定登記官は，保管金の提出を指示する際，明らかに還付の余

地がない場合を除き，提出者に対し，保管金を提出すると同時に事前

の還付請求ができる旨及び第5の2に定める請求の方法を教示し，還

付金の振込先等を記載させる。

（2）保管金提出書管理簿への記載

ア筆界特定登記官は，提出書を作成したときは，保管金提出書管理簿

（別紙第2号様式。以下「提出書管理簿」という｡）に手続番号，金

額，提出者氏名及び提出書交付年月日を記載する。提出書交付年月日

は，提出書を提出者に交付した年月日を記載する。

イ提出書管理簿の「契印」欄に提出書をかけて契印する。

（3）保管金受払票の作成

ア筆界特定登記官は,提出書を作成したときは,保管金受払票(別紙
第3号様式。以下「受払票」という｡）を作成して筆界特定手続記録

の冒頭につづり込む。

イ受払票は，各手続における提出者ごとに作成する。

ウ受払票の「提出書番号」柵には提出書に付した番号を， 「金額」欄

には提出書の金額を記載する。

（4）提出書の再交付

提出者が提出書の再交付を申し出たときは，提出書を新たに作成して

交付することができる。この場合には，次の措置を講じ，従前交付した

提出書は，使用させない。
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ア新たに作成する提出書の欄外の適宜の箇所に再交付の旨，その事由

及び従前の提出書番号を記載する。

イ提出書管理簿の，新たに作成する提出書に係る「提出者氏名」欄に

提出者氏名とともに「(再交付)」と記載する。従前の提出書に係る箇

所には斜線を引き，再交付の旨，その年月日及び新たな提出書の提出

書番号を記載する。

ウ受払票の，従前の提出書の提出書番号に係る「備考」欄に再交付の

旨及び新たな提出書の提出書番号を記載する。

（5）保管金振込書

規程第5条第2項の保管金振込書の書式は，保管金払込事務等取扱規

程（昭和26年大蔵省令第30号。以下「払込省令」という｡）第2号

書式による（払込省令第4条)。

2 出納官吏における受入事務

（1）保管金の受領

ア出納官吏は，規程第5条第1項又は第2項の規定により提出書に現

金又は保管金領収証書を添えて保管金の提出を受けたときは，受入年

月日及び現金又は保管金領収証書の別を提出書に明記する。

イ規程第6条第1項の保管金受領証書の書式は，保管金取扱規程（大

正11年大蔵省令第5号。以下「保管金省令」という｡）第1号書式

による（保管金省令第6条)。

（2）保管金の払込

出納官吏は，保管金の提出を受けたときは，当該保管金を日本銀行に

速やかに払い込まなければならない（法務局及び地方法務局会計事務章

程（昭和24年5月31日付け会甲第3567号法務大臣訓令）第8条

において準用する検察庁会計事務章程（昭和22年8月1日付け会甲第

2481号法務大臣訓令）第60条)。この場合，保管金払込書に「保

管金」の印を押し， これに現金を添えて払い込む。保管金払込書の書式

は，払込省令第1号書式による（払込省令第3条)。

（3）現金出納簿の登記

予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第135条の規定

による現金出納簿の登記は,ADAMSにより行う（特例省令第2条及

び第3条)。

3提出済の通知

（1）保管票の作成

ア規程第6条第1項の提出済の通知は，別紙第4号様式の保管票を作
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成して押印し，送付する方法によって行う。

イ提出者が事前還付請求をしているときは，保管票に「振込請求済」

である旨を明記することに留意する（第5の4 （2）イ参照)。

（2）保管票の送付

出納官吏は，提出済等通知簿（別紙第5号様式）に所要の記載をした

上，保管票を筆界特定登記官に送付し， 「受領印」棚に受領印を徴する。

（3）受払票等の記載

筆界特定登記官は， （1）及び（2）により出納官吏から提出済の通

知を受けたときは， これに基づき，提出書管理簿の「受入年月日」欄並

びに受払票の「受入年月日｣， 「摘要｣， 「受高」及び「残高」の各柵に所

要の記載をして押印する。

第3払渡事務

1 筆界特定登記官における払渡事務

（1）請求書等の取扱い

ア筆界特定登記官は，報酬若しくは費用の支給又は保管金の残額の還

付を請求する権利を有する者等，保管金の払渡しを受ける権利を有す

る者（以下「権利者」とい魂）から保管金払渡請求書又は保管金受

領証書（以下「請求書等」という｡）が提出された場合において，保

管金の払渡しをすべきときは，権利者に「領収の旨」の記載（保管金

省令第7条第2項）をさせる。

イ権利者が保管金省令第8条の規定により送金又は振込の方法による

支払を受けようとするときは，請求書等にその旨を付記させる。

ウ筆界特定登記官は,請求に係る払渡しにつき支給決定をしたときは，

請求書等にその旨を記載し，登記官印を押印する。

（2）受払票の記載

筆界特定登記宮は， （1）ウの支給決定をしたときは，受払票の「払

渡通知年月日｣， 「摘要｣， 「払高」及び「残高」の各棡に所要の記載をし

て押印する。

2払渡通知

（1）保管票の記載

筆界特定登記官は，保管票の「払渡通知年月日｣， 「摘要｣， 「払高」及

び「残高」の各棡に所要の記載をして押印する。 「期満失効起算年月日」

欄には，必要があるものについて，その年月日を記載する。

（2）保管票の送付

筆界特定登記官は，払渡等通知簿（別紙第6号様式）に所要の記載を
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した上，保管票を請求書等とともに出納官吏に送付し， 「受領印」欄に

受領印を徴する。

3 出納官吏における払渡事務

（1）払渡手続

出納官吏は，保管票の送付を受けたときは，保管金省令，出納官吏事

務規程（昭和22年大蔵省令第95号)，払込省令，特例省令等に従い，

保管金の払渡しの手続を行う。

なお，現金出納簿の登記は,ADAMSの所要の処理により， 自動的

に行われる。

（2）保管金提出書裏面の記載等

（1）の手続を終えたときは，提出書裏面に所要事項を記載するとと

もに，保管票の「出納官吏印」欄に押印する。

第4源泉徴収

1源泉徴収義務等

（1）保管金をもって測量等に係る報酬及び費用（以下「報酬等」という｡）

を支払う場合において，当該報酬等が所得税法（昭和40年法律第33

号）第204条第1項各号に掲げる報酬又は料金に該当するときは，当

該報酬又は料金に係る所得税の源泉徴収をしなければならない。

（2） （1）の場合には，筆界特定登記官による支給決定（第3の1 （1）

ウ）は，源泉徴収税額を含めた報酬等の総額について行えば足りる。出

納官吏による払渡決議は，本人支払額及び源泉徴収税額をそれぞれ明確

にして行う。

2支払手続．

（1）報酬等の支払

出納官吏は， 1 （1）に該当する報酬等の支払をしようとするときは，

当該報酬等の額から所得税法第204条第1項及び第205条の規定に

より徴収すべき所得税額を控除した残額を支払い,領収証書を徴する(保

管金省令第7条ノ2，出納官吏事務規程第62条)。ただし，送金又は

振込みによる支払の場合には，領収証書を徴することを要しない（特例

省令第17条)。

（2）所得税額の払込み

ア出納官吏は， （1）により所得税額を控除した残額の支払をしたと

きは，所得税額に相当する現金に納付書（国税通則法（昭和37年法

律第66号）第34条第1項）及び計算書（所得税法施行規則（昭和

40年大蔵省令第11号）第80条）を添えて日本銀行に払い込み，
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領収証書の交付を受けなければならない（保管金省令第18条ノ2)。

この場合，出納官吏は，特例省令第1号書式による国庫金振替書，納

付書及び計算書をADAMSを使用して作成し， 日本銀行本店に送信

して，保管金から国税収納金整理資金への国庫内移換の手続をさせる

（特例省令第14条，払込省令第8条第2項第5号及び第5項)。

イ国庫金振替書には，払出科目として「保管金」と，振替先としてそ

の受入金の取扱庁名を，受入科目として｢何年度国税収納金整理資金」

と記録し， 「所得税」の旨を併せて記録する（特例省令第14条，払

込省令第8条の2第1項第4号及び第4項)。

3源泉徴収額の計算

（1）基礎控除方式が適用される報酬等

司法書士又は土地家屋調査士の業務に関する報酬又は料金等，所得税

法第205条第2号に規定される報酬又は料金につき源泉徴収をする場

合には，その金額から政令で定める金額を控除した残額に100分の1

0の税率を乗じて計算した額を徴収する（所得税法第205条第2号)。

この「政令で定める額」は，司法書士又は土地家屋調査士の業務に関す

る報酬又は料金については，同一人に対し1回に支払われる金額につき

1万円である(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第322条)。

（2） （1）以外の報酬等

所得税法第204条第1項各号に掲げる報酬等であって（1）以外の

ものについて源泉徴収をする場合には，その金額に100分の10 （同

一人に対する1回の支払額が100万円を超える場合には，その超える

部分の金額については， 100分の20）の税率を乗じて計算した額を
徴収する（所得税法第205条第1号)。

4支払調書

居住者又は内国法人に対して所得税法第204条第1項各号に該当する

報酬又は料金を支払った場合には，その支払の確定した日の属する年の翌

年1月31日までに，支払調書を所轄税務署長に提出しなければならない

（所得税法第225条第1項第3号)。ただし，同一人に対するその年中

の支払総額が5万円以下の場合には，支払調書の提出は不要である（所得
税法施行規則第84条第2項第4号)。

5還付手続

1事前還付請求

保管金を提出しようとする者は，当該保管金を提出するに際し，あらか

じめ，還付事由を生じた場合には振込の方法で還付金の払渡しを受ける旨

第5

1
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の請求（以下「事前還付請求」という｡）をすることができる。

2請求の方法

（1）事前還付請求は，この請求を行う提出者（以下「還付請求者」という｡）

が提出書（兼還付請求書）の「還付金の振込先等」欄に所要の事項を記

載する方法で行う。

（2）還付請求者が指定する口座について，後に解約，変更その他振込に支

障のある事由が生じた場合には，還付請求者は，その事由を記載した指

定口座変更届（別紙第7号様式）を速やかに提出する。

3 「還付金の振込先等」の記載等

筆界特定登記官は，還付請求者に対し， 「還付金の振込先等」欄の記載

に関して次に掲げる事項につき注意を喚起する。

（1）還付請求者が指定する振込先の預金口座は，還付請求者名義のもので

あること。

（2） 「還付金の振込先等」の記載は，正確かつ明りょうに行うこと。

4受理等

（1）還付請求者が「還付金の振込先等」欄に所要の事項を記載して出納官

吏に提出した場合には，還付事由の発生を条件とする請求があったもの

として受理する。

（2）出納官吏は，請求を受理した場合には，次に定める措置を執る。

ア保管金の提出者に交付すべき保管金受領証書の適当な箇所に「振込

請求済」と朱書きするとともに，指定口座への振込に支障を生じた場

合には，至急届け出る必要がある旨を付記する。

イ筆界特定登記官に送付すべき保管票の｢備考｣等の適切な箇所に「振

込請求済」と明記する。

（3） （1）の請求があった後に，指定口座変更届が提出された場合には，

出納官吏は，提出書（兼還付請求書）の枠外に当該変更届の提出年月日

及び変更の旨を付記（朱書き）した上，提出書（兼還付請求書）に当該

変更届を添付して保管する。

（4）保管金の提出者が事前還付請求をしない場合には，出納官吏は，提出

書（兼還付請求書）の「還付金の振込先等」柵に「不請求」と朱書きす

るとともに，保管票の「備考」欄に同様に朱書きして筆界特定登記官に

送付する。

5還付

（1）保管金の提出者が事前還付請求をしている場合において，筆界特定登

記官から還付のための払渡通知があったときは，出納官吏は， 「還付金
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の振込先等」欄に記載された指定口座（指定口座変更届が提出されてい

るときは，当該変更届に記載された変更後の指定振込先口座）に振り込

む方法で速やかに還付する。

（2）保管金の提出者が事前還付請求をしていない場合には，筆界特定登記

官は，還付事由が発生した時に，提出者に対し適宜の方法で還付の通知

をした上，出納官吏に対して払渡通知を行い，出納官吏は，保管金受領

証書又は保管金払渡請求書（以下「保管金受領証書等」という｡）によ

る請求を待って還付する。

6振込不奏功の場合の措置

請求者の指定した口座が解約され，名義が変更される等により振込によ

る還付が確定的に不奏功になった場合には，出納官吏は，次に定める手続

を執る。

（1）提出書の裏面に記載された還付払渡しに関する記載の次の箇所に「振

込不能により受入れ」と記載し，受け入れる。

（2）請求者に還付通知をし，請求者が改めて還付請求をする場合には，そ

の意思を確認した上で， 「還付金の振込先等」欄の枠外に事前還付請求

を取り下げる旨及び取下年月日を付記（朱書き）し，保管金受領証書等

による請求に基づいて還付する。

第6保管替に関する事務

筆界特定手続の移送（不動産登記規則（平成17年法務省令第18号）

第215条において準用する第40条第1項又は同令第236条において

準用する第32条第1項参照）等に伴い,A(地方）法務局の保管金をB

（地方）法務局の保管金とする場合の取扱いは，保管金省令第5章等の規

定によるほか，以下による。

1 保管金受入通知書の作成等

（1）保管金受入通知書は，提出書の用紙を用いて作成し（規程第5条第3

項)，その記載については，次によるほか，第2の1 （1）及び（2）

の例による。

ア 「金額」の余白には保管替をした局名を， 『提出年月日」には受入

通知書を作成した年月日を記載する。

イ提出者の住所及び氏名は筆界特定登記官が記載し，提出者の印は要

しない。

（2）筆界特定登記官は，受入通知書を作成したときは，第2の1 （3）の

例により受払票を作成して筆界特定手続記録の冒頭につづり込む。

2受入済の通知

－8－



（1）出納官吏は，保管替に係る保管金を受け入れたときは，筆界特定登記

官に対し，保管票により受入済の通知をする（規程第6条第2項)。

（2）筆界特定登記官は，出納官吏から受入済の通知を受けたときは， これ

に基づき，第2の3 （3）の処理をする。

7帳簿諸票等の整理

1保管票は，手続番号又は提出書番号の順にとじて整理し，既済になった

都度，提出書番号の順に別にとじて整理し，既済会計年度ごとにつづり込

む。

2提出済等通知簿は会計年度ごとに,払渡等通知簿は暦年ごとに区分する。

3 1及び2の帳簿諸票以外の書類で手続記録につづり込まないものは，既

済年月日の順につづり込み，会計事務に関するものは会計年度ごとに，そ

第7

れ以外のものは暦年ごとに区分する。

－9－



別紙第1号様式

(表）

’
◎注意

1 ※の箇所は，提出者が記入してください。

2 「還付金の握込先等」欄に所要の事項を記戦した場合には，保管金の残額は，その口座に振り込む方法により払い渡しま

す．

3鰻込先金融機関名は，本･支店名まで記戦してください。

4提出者は， この書面（提出番）に現金又は日本銀行から交付された保管金領収証番を添え，歳入震出外現金出納官吏に提

出してください．

5保管金を提出した場合には，保管金受領証書を発行しますので，必ず受け取ってください。

保管金提出書

(兼還付請求書）

受入年月日 平成 年 月 日

提出書番号 第 号

筆界特定登記官 ⑳

手続番号 平成 年第 号

金 額

億 千 百 十 万 千 百 十 円

※提出年月日 平成 年 月 日 （現金・保管金領収証書）

※
提
出
者

住所

電話

ﾌリガナ

氏名

（ ）

⑳

＜還付金の振込先等＞

※振込先

金融機関名

※口座番号

※預金種別

銀行 本店

金庫 支店

・普涌 ・ 当座 ． 別段 ・ 通知

※
口
座
名
義
人

フリガナ

住所

フリガナ

氏名

振込年月日 平成 年 月 日 小切手番号



(裏）
グ

通知受領
年月 日

期満失効
起算年月日

摘 要 払 高 残 高 払渡年月日

● ● ● ● 円 円 ● 、

● ● ● ● ● ●

凸 ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● Q ● ●

◆ ● ● ● ● ●

心 ｡ ● ● ● ①

B G U ゆ ● ●

● ● ● ● ● ●

、 ◆ ● 、 ◆ ●

● ● ● ■ ■ ●

● ● ● ● ● 口

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● □ ●



別紙第2号様式

保管金提出書管理簿

出
番
礎
捗
丹

手続番号 金額 提出者氏名
提出番交付
年月日

契印 受入年月日 備考

1 平成 年第 号 円 ● ① D e

2 平成 年第 号 円 ● ● ● ①

3平成年第 号 円 D の ① ●

4 平成 年第 号 円 C ■ U ､

5 平成 年第 号 円 ● ● ● ●

6 平成 年第 号 円 ● ● ● 凸

7平成年第 号 円 ● 自 0 ■

8平成年第 号 円 ● ● ● ●

9平成年第 号 円 ｡ ● ● ●

10平成年第 号 円 ■ ● ● ●

11 平成 年第 号 円 ● ■ C G

12平成年第 号 円 ● 巳 ● ｡

13平成年第 号 円 ● ● ● ●

14 平成 年第 号 円 ● ① ● ●

15 平成 年第 号 円 ● 6 ● ●



別紙第3号様式

(表）

保 管 金 受 払 票
提出者

氏名

提出書番号 金 額
筆界特定

登記官印
備 考

第 号 円

第 号

第 号

第 号

第 号

第 号

受入

雌鋤
年月日 摘 要 受 高 払 高 残 高

筆界特定

登記官印

● ●

F1 F1 ''1

■ □

● 、

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●



(裏）

受入

&溌測
年月日 摘 要 受 高 払 高 残 高

筆界特定

登記官印

● ●

円 円 円

● ●

● ●

■ ●

● ●

● ●

● ●

D ●

● ●

● ●

● ●

0 ◇

｡ ●

● ●

● ◆

◆ ●

● ■

● ●



別紙第4号様式

(表）

保 管 票

受入年月日

提出者氏名

平成 年 月 日 出納官吏印

提出書番号

手続番号

第 号

平成 年 第 号

提出金額

(現金・保管金領収証書）

円

備 考

払渡通知

年 月 日

期満失効

起算年月 日

筆界特定

登記官印
摘 要

出納官吏

印
払 高 残 高

● ● ● ● 円 円

O ､ ● ｡

■ ｡ ､ ●

● ● ■ 凸

● ■ ● ●

● ､ ● ､

● ● ● ●



(裏）

鑿渡月通知日 謹鐵年尭智 議騒 摘 要 出鞭吏 払 高 残 高

● ● ● ● 円 円

● ● ● 凸

■ ゆ ● ●

● 己 ● ●

● ● 守 ｡

● ゅ ● ●

G ● e O

● ゆ ● ●

● ● ● ●

◆ ● q ●

● ● ● 0

● ● ● ●

◆ 。 ● ●



別紙第5号様式

提出済等う菌矢口簿

平成 年度

提出書番号 受入年月日 受入金額 提出者氏名 受領印 備考



別紙第6号様式

払渡等通矢口簿

平成 年

や

送付月日 提出書番号 手続番号 受領印 備考

第 号 平成 年第 号

第 号 平成 年第 号

第 号 平成 年第 号

第 号 平成 年第 号

第 号 平成 年第 号

第 号 平成 年第 号

第 号 平成 年第 号

第 号 平成 年第 号

第 号 平成 年第 号

第 号 平成 年第 号

第 号 平成 年第 号

第 号 平成 年第 号

第 号 平成 年第 号

● 第 号 平成 年第 号

第 号 平成 年第 号

第 号 平成 年第 号

第 号 平成 年第 号



別紙第7号様式

平成 年 月 日

（地方）法務局歳入歳出外現金出納官吏殿

請求者 ⑳

指定口座変更届

（地方)法務局平成 年第 号筆界特定手続について，

平成 年 月 日付けで提出した保管金（提出書番号第 号）につ

き，残額の還付のために指定した振込先口座を下記のとおり変更します。

記

1 変更事由

2変更事項

金融機関名 預金種別 口座番号 口座名義人の住所・氏名

旧

銀行

金庫

本店

支店

普通

当座

別段

通知

住所

(フリガナ）

氏名

新

銀行

金庫

本店

支店

普通

当座

別段

通知

住所

(フリガナ》

氏名


